
 

 

 

 

 

        

       

 

（令和 7 年度版） 

《専門家団体が開設する相談窓口のご案内》 

  区と空き家対策に関する協定を締結した各専門家団体等が相談窓口を開設しています。 

  空き家所有者等が抱える様々な課題に対して、専門的なアドバイスが受けられます。 

※ 無料で受けられる相談内容は、各団体により取扱いが異なりますので、お問合せの際にご確認ください。  


